
指 定 期 間 ～

平成２５年度　公の施設目標管理型評価書

西区金巻746番地1

西区地域課

(公財)新潟市開発公社

新潟市黒埼地区総合体育館

根 拠 法 令

設 置 条 例

施 設 概 要

スポーツの普及振興を図り，市民の心身の健全な発達と明るく豊かな市民生活の形成に寄与することを目的として，
体育施設を設置する。

施設設置目的

敷地面積　１２，６００㎡
建築構造　鉄筋コンクリート造　２階建
主な施設内容（構成施設の内容）
　アリーナ　　　　１，２２２㎡
　トレーニング室　　　８４㎡
　剣道場　　　　　　　２７８㎡
　柔道場　　　　　　　１９９㎡

新潟市体育施設条例

スポーツ基本法

施 設 名

管 理 者 名

担 当 課

所 在 地

平成26年3月31日平成21年4月1日

管理･運営に関する基本理念，方針等

(１)新潟市体育施設条例並びに新潟市都市公園条例（以下「条例」という。）に基づき、スポーツの普及および振興
を図り市民の心身の健全な発達と明るく豊かな市民生活の形成に寄与する管理運営を行うこと。

(２)公の施設管理運営の責務を認識して管理運営を行うとともに、サービスの向上や平等利用が確保すること。

(３)利用者の意見及び要望を管理運営に反映させること。

(４)利用者に対し、安全で快適な環境を提供すること。

(５)新潟市個人情報保護条例に基づき、個人情報の保護を徹底するとともに、業務上知り得た情報について守秘義務
を遵守すること。

(６)効率的かつ効果的な管理運営を行い経費の削減に努めること。

(７)法令を遵守し施設の管理運営を適切に行うこと。

(８)指定管理者制度を理解し、実践すること。



視 点 評価 評価コメント

B 指標達成

B 概ね達成

A 指標を大きく上回る実績

C 指標を下回る結果

B 指標達成

A
指標を大きく上回る実績
（参加者数）

B
概ね達成（工事による休
館あり）

B 指標達成

A 人身事故等なし

A
臨時休業なしのほか、臨
時開館を実施するなど評
価できる

B 指標達成

B 指標達成

B 指標達成

B 指標達成

人身事故に関するもの

臨時休業時間

市 民

・人身事故無し、ＡＥＤ使用無し

財 務

業 務 ・災害対策本部要綱、非常配備体制に関する基準及
び職員の災害時対応手帳ガイドライン規定
・消防訓練及び心肺蘇生法訓練実施
・防犯及び防災講習会を年1回実施

・個人情報保護規定

・平成25年度利用者数：64,778人
※10/28～3/31耐震工事の為トレーニングルーム以
外休館

・専用利用稼働率82％

・苦情要望に対して適切に処理
・苦情対応マニュアルを全員所持

・スポーツ教室開催数：180コマ
・スポーツ教室述べ参加者数：4,875人
※工事の為、秋期教室回数減、冬期教室未開催

・平成24年度　473/人
・平成25年度　493/人
※工事の為、休館期間あり

・平成25年度使用料収入：1,579,570円
※10/28～3/31耐震工事の為トレーニングルーム以
外休館

関係法令の遵守

事件・事故発生時の対
応の適切さ

利用者１人あたりのコス
ト削減額

安全確保体制の確立
・危機管理マニュアルを全員所持
・始業点検、終業点検、開館中の巡回実施

・事業計画書，事業報告書の提出〆切厳守

使用料収入の達成

・災害発生時の対応マニュアル（非難の誘導や蘇生対
応等）の職員周知
・事件，事故対応訓練や講習を年1回以上実施

個人情報の取り扱いに関するマニュアルの職員周知

・臨時休業（閉館）無し

・適切に対応している

・年間7万人以上基準利用者数の達成

基準稼働率（専用利用）
の達成

各種サービス別満足度

・苦情、要望には14営業日以内に回答
・苦情対応マニュアルの職員周知

・70％以上

・アンケートで接客の「満足」以上を7割以上

事業計画・事業報告の
適切さ

・指定管理者の管理運営責任での臨時休業日0日

・スポーツ教室開催数年間　175コマ以上
・スポーツ教室延べ参加者数　4,000人以上

・前年度よりも削減
（区内管理施設全体）

・（免除料金を含む）使用料が年間　1,500千円以上

・補償を伴う事故発生件数0件

・平成25年度施設アンケート　接遇項目　平均51％

・危機管理マニュアルの職員周知
・開館前の始業点検，閉館時の終業点検及び開館中
の定期巡回など安全対策の実施

苦情･要望に対する対応

設置目的に合致した
サービス提供

・年間マスコミ掲載回数　1回以上
・月間HP等による情報提供更新　1回以上

評価項目 評価指標

広報の充実 ・ＨＰ毎週利用者情報更新

実績

B 指標達成

B 指標達成

B 指標達成

A

体育施設管理士などの有
資格者、体育施設管理経
験年数3年以上のスタッフ
を多く配置

B 指標達成

・法令遵守要綱、法令遵守に関するガイドライン及び
情報管理要綱
・コンプライアンス研修実施

・適切に対応している

指定管理者記載欄（アピールしたい事項・未達成項目への改善策等）

耐震工事の為、長い期間トレーニングルームのみの開館となり不便をかけたが、多数の方に利用していただき基準を上回る利用
者数を確保した。
接遇項目では良い評価を得られなかったが、研修を重ねお客様に不愉快な思いをさせることのない管理運営に努めたい。
また、安心安全に施設をご利用いただけるようハード面においては経年劣化した施設の改修や、備品の入替えを実施した。

・業務基準書等に定める事項の遵守

【評価基準】
Ａ：要求水準（＝評価指標）を達成し、かつその達成度・内容が優れている。
Ｂ：要求水準（＝評価指標）を達成されている。
Ｃ：要求水準（＝評価指標）を達成されていない。

・業務基準書に定める適切な職員配置
・日本体育施設協会認定各種資格、体育教員免許
など、スポーツ施設管理に関する有資格者多数

知識や技能の向上 ・業務実施マニュアルの職員周知 ・適切に対応している

配置人員条件の充足

業務基準書等に定める
事項の遵守

守秘義務の徹底

・個人情報保護規定
・個人情報保護に関する研修実施

指定管理期間最終年（5年目）を迎えたが、年度後半は耐震化工事の影響により、ほとんどの期間が一部開館となった。
その中で利用者アンケートによる接遇項目の結果が初めて50％台となったことは残念な結果であるが、引き続き大きな事故・トラ
ブル等なく適切な管理運営を行ったと評価できる。
本指定管理期間全般としても、外部評価の結果も良好で、利用者の声を聞いたスポーツ教室の開催など利用者サービスの工夫
もみられ、良好な管理運営だったと言える。

人 材

関係法令の遵守

所管課による総合評価　（所　見）

・個人情報の取り扱いに関するマニュアルの職員周知

・機密情報の取り扱いに関するマニュアルの職員周知



指 定 期 間 ～

敷地面積　５，９３０㎡

施設内容（構成施設の内容）

　ゲートボールコート（クレー）　７面

新潟市体育施設条例

スポーツの普及振興を図り，市民の心身の健全な発達と明るく豊かな市民生活の形成に寄与することを目的として，
体育施設を設置する。

施 設 概 要

平成２５年度　公の施設目標管理型評価書

西区山田2307番地316

西区地域課

(公財)新潟市開発公社

新潟市山田高架下ゲートボール場

平成26年3月31日平成21年4月1日

施 設 名

管 理 者 名

担 当 課

所 在 地

根 拠 法 令 スポーツ基本法

設 置 条 例

施設設置目的

(１)新潟市体育施設条例並びに新潟市都市公園条例（以下「条例」という。）に基づき、スポーツの普及および振興
を図り市民の心身の健全な発達と明るく豊かな市民生活の形成に寄与する管理運営を行うこと。

(２)公の施設管理運営の責務を認識して管理運営を行うとともに、サービスの向上や平等利用が確保すること。

(３)利用者の意見及び要望を管理運営に反映させること。

(４)利用者に対し、安全で快適な環境を提供すること。

(５)新潟市個人情報保護条例に基づき、個人情報の保護を徹底するとともに、業務上知り得た情報について守秘義務
を遵守すること。

(６)効率的かつ効果的な管理運営を行い経費の削減に努めること。

(７)法令を遵守し施設の管理運営を適切に行うこと。

(８)指定管理者制度を理解し、実践すること。

管理･運営に関する基本理念，方針等



視 点 評価 評価コメント

B 指標達成

B 概ね達成

B 指標達成

財 務 B
概ね達成（工事による休
館あり）

A 人身事故等なし

B 指標達成

B 指標達成

B 指標達成

B 指標達成

B 指標達成

B 指標達成

B 指標達成

B 指標達成

B 指標達成

・個人情報保護規定
・個人情報保護に関する研修実施

・法令遵守要綱、法令遵守に関するガイドライン及び
情報管理要綱
・コンプライアンス研修実施

人 材

配置人員条件の充足 ・業務基準書に定める適切な職員配置 ・適切に対応している

知識や技能の向上 ・適切に対応している・業務実施マニュアルの職員周知

業 務

・適切に対応している
業務基準書等に定める
事項の遵守

安全確保体制の確立

事業計画・事業報告の
適切さ

評価項目

・ＨＰ毎月１回以上更新

評価指標

市 民 ・平成25年度利用者数：1,771人

事件・事故発生時の対
応の適切さ

関係法令の遵守 ・個人情報の取り扱いに関するマニュアルの職員周知

人身事故に関するもの ・人身事故無し、ＡＥＤ使用無し

・危機管理マニュアルを全員所持
・始業点検、終業点検、開館中の巡回実施

実績

基準利用者数の達成

・事業計画書、事業報告書の提出〆切厳守 ・適切に対応している

広報の充実

・指定管理者の管理運営責任での臨時休業日0日

・月間HP等による情報提供更新　1回以上

・1,800人以上

・臨時休業（閉館）無し

・適切に対応している苦情･要望に対する対応
・苦情、要望には14営業日以内に回答
・苦情対応マニュアルの職員周知

・業務基準書等に定める事項の遵守

・補償を伴う事故発生件数0件

・平成24年度　473/人
・平成25年度　493/人
※工事の為、休館期間あり

利用者１人あたりのコス
ト削減額

・前年度よりも削減
（区内管理施設全体）

守秘義務の徹底 ・機密情報の取り扱いに関するマニュアルの職員周知

臨時休業時間

・災害対策本部要綱、非常配備体制に関する基準及
び職員の災害時対応手帳ガイドライン規定
・消防訓練及び心肺蘇生法訓練実施
・防犯及び防災講習会を年1回実施

・危機管理マニュアルの職員周知
・定期的な施設巡回など安全対策の実施

・災害発生時の対応マニュアル（非難の誘導や蘇生対
応等）の職員周知
・事件、事故対応訓練や講習を年1回以上実施

B 指標達成

安全に利用していただけるよう、コートの整備を実施した。
利用者数が増加するように広報の充実を図る必要があると考える。

所管課による総合評価　（所　見）

知識や技能の向上 ・適切に対応している・業務実施マニュアルの職員周知

指定管理者記載欄（アピールしたい事項・未達成項目への改善策等）

【評価基準】
Ａ：要求水準（＝評価指標）を達成し、かつその達成度・内容が優れている。
Ｂ：要求水準（＝評価指標）を達成されている。
Ｃ：要求水準（＝評価指標）を達成されていない。

指定管理期間最終年（5年目）を迎えたが、引き続き指定管理業務基準書に基づき適正に管理を行った。
本指定管理期間を総合的にみても、施設の整備状況も良く、大きな事故・トラブル等のない良好な管理運営を行ったと評価でき
る。



指 定 期 間 ～

新潟市都市公園条例

都市公園法根 拠 法 令

設 置 条 例

施 設 概 要

施設設置目的

敷地面積　２，６７７㎡

施設内容（構成施設の内容）

　テニスコート（グリーンサンド）　４面

スポーツの普及振興を図り，市民の心身の健全な発達と明るく豊かな市民生活の形成に寄与することを目的として，
体育施設を設置する。

平成２５年度　公の施設目標管理型評価書

西区流通センター5丁目1番地

西区地域課

(公財)新潟市開発公社

流通公園庭球場

平成26年3月31日平成21年4月1日

施 設 名

管 理 者 名

担 当 課

所 在 地

(１)新潟市体育施設条例並びに新潟市都市公園条例（以下「条例」という。）に基づき、スポーツの普及および振興
を図り市民の心身の健全な発達と明るく豊かな市民生活の形成に寄与する管理運営を行うこと。

(２)公の施設管理運営の責務を認識して管理運営を行うとともに、サービスの向上や平等利用が確保すること。

(３)利用者の意見及び要望を管理運営に反映させること。

(４)利用者に対し、安全で快適な環境を提供すること。

(５)新潟市個人情報保護条例に基づき、個人情報の保護を徹底するとともに、業務上知り得た情報について守秘義務
を遵守すること。

(６)効率的かつ効果的な管理運営を行い経費の削減に努めること。

(７)法令を遵守し施設の管理運営を適切に行うこと。

(８)指定管理者制度を理解し、実践すること。

管理･運営に関する基本理念，方針等



視 点 評価 評価コメント

B 指標達成

A 指標を大きく上回る実績

B 指標達成

財 務 B
概ね達成（工事による休
館あり）

A 人身事故等なし

B 指標達成

B 指標達成

B 指標達成

B 指標達成

B 指標達成

B 指標達成

B 指標達成

B 指標達成

B 指標達成

広報の充実

基準利用者数の達成

臨時休業時間

・前年度よりも削減
（区内管理施設全体）

利用者１人あたりのコス
ト削減額

人身事故に関するもの

苦情･要望に対する対応

評価項目

・適切に対応している

実績評価指標

人 材

配置人員条件の充足 ・業務基準書に定める適切な職員配置

知識や技能の向上

市 民

・苦情、要望には14営業日以内に回答
・苦情対応マニュアルの職員周知

・危機管理マニュアルの職員周知
・定期的な施設巡回など安全対策の実施

・災害発生時の対応マニュアル（非難の誘導や蘇生対
応等）の職員周知
・事件、事故対応訓練や講習を年1回以上実施

安全確保体制の確立

・補償を伴う事故発生件数0件

事件・事故発生時の対
応の適切さ

関係法令の遵守

・業務実施マニュアルの職員周知 ・適切に対応している

業務基準書等に定める
事項の遵守

・機密情報の取り扱いに関するマニュアルの職員周知

・業務基準書等に定める事項の遵守

・個人情報保護規定
・個人情報保護に関する研修実施

・適切に対応している

守秘義務の徹底
・法令遵守要綱、法令遵守に関するガイドライン及び
情報管理要綱
・コンプライアンス研修実施

・個人情報の取り扱いに関するマニュアルの職員周知

業 務

・月間HP等による情報提供更新　1回以上

・危機管理マニュアルを全員所持
・始業点検、終業点検、開館中の巡回実施

・平成24年度　473/人
・平成25年度　493/人
※工事の為、休館期間あり

・人身事故無し、ＡＥＤ使用無し

・適切に対応している

・ＨＰ毎月１回以上更新

・平成25年度利用者数：43,027人

・臨時休業（閉館）無し

・適切に対応している

・災害対策本部要綱、非常配備体制に関する基準及
び職員の災害時対応手帳ガイドライン規定
・消防訓練及び心肺蘇生法訓練実施
・防犯及び防災講習会を年1回実施

・35,000人以上
※西区内庭球場3箇所合計
（善久河川敷公園・流通公園・寺地河川敷公園）

事業計画・事業報告の
適切さ

・事業計画書、事業報告書の提出〆切厳守

・指定管理者の管理運営責任での臨時休業日0日

B 指標達成知識や技能の向上

所管課による総合評価　（所　見）

・業務実施マニュアルの職員周知 ・適切に対応している

【評価基準】
Ａ：要求水準（＝評価指標）を達成し、かつその達成度・内容が優れている。
Ｂ：要求水準（＝評価指標）を達成されている。
Ｃ：要求水準（＝評価指標）を達成されていない。

指定管理者記載欄（アピールしたい事項・未達成項目への改善策等）

安全に利用していただけるよう、コートの整備や施設の改修等を実施した。
天候にも左右されるが、施設の稼働率や利用者数が増加するように広報の充実を図る必要があると考える。

指定管理期間最終年（5年目）を迎えたが、年間利用者数が最終年にして過去最高となるなど、引き続き指定管理業務基準書に
基づき適正に管理を行った。
本指定管理期間を総合的にみても、施設の整備状況も良く、大きな事故・トラブル等のない良好な管理運営を行ったと評価でき
る。



指 定 期 間 ～

施設設置目的

平成２５年度　公の施設目標管理型評価書

西区善久河川敷

西区地域課

(公財)新潟市開発公社

善久河川敷公園庭球場

平成26年3月31日平成21年4月1日

施 設 名

管 理 者 名

担 当 課

所 在 地

根 拠 法 令

設 置 条 例

施 設 概 要

新潟市都市公園条例

都市公園法

敷地面積　４，９１８㎡

施設内容（構成施設の内容）

　テニスコート（グリーンサンド）　８面

スポーツの普及振興を図り，市民の心身の健全な発達と明るく豊かな市民生活の形成に寄与することを目的として，
体育施設を設置する。

(１)新潟市体育施設条例並びに新潟市都市公園条例（以下「条例」という。）に基づき、スポーツの普及および振興
を図り市民の心身の健全な発達と明るく豊かな市民生活の形成に寄与する管理運営を行うこと。

(２)公の施設管理運営の責務を認識して管理運営を行うとともに、サービスの向上や平等利用が確保すること。

(３)利用者の意見及び要望を管理運営に反映させること。

(４)利用者に対し、安全で快適な環境を提供すること。

(５)新潟市個人情報保護条例に基づき、個人情報の保護を徹底するとともに、業務上知り得た情報について守秘義務
を遵守すること。

(６)効率的かつ効果的な管理運営を行い経費の削減に努めること。

(７)法令を遵守し施設の管理運営を適切に行うこと。

(８)指定管理者制度を理解し、実践すること。

管理･運営に関する基本理念，方針等



視 点 評価 評価コメント

B 指標達成

A 指標を大きく上回る実績

B 指標達成

B
概ね達成（工事による休
館あり）

B 指標達成

A 人身事故等なし

B 指標達成

B 指標達成

B 指標達成

B 指標達成

B 指標達成

B 指標達成

B 指標達成

B 指標達成

評価項目

・平成25年度使用料収入：1,194,000円

・適切に対応している

・人身事故無し、ＡＥＤ使用無し

・個人情報保護規定
・個人情報保護に関する研修実施

・法令遵守要綱、法令遵守に関するガイドライン及び
情報管理要綱
・コンプライアンス研修実施

・適切に対応している

・機密情報の取り扱いに関するマニュアルの職員周知

・業務基準書等に定める事項の遵守

・個人情報の取り扱いに関するマニュアルの職員周知

業務基準書等に定める
事項の遵守

守秘義務の徹底

配置人員条件の充足 ・業務基準書に定める適切な職員配置 ・適切に対応している

市 民

財 務

・ＨＰ毎月１回以上更新

・平成25年度利用者数：43,027人

・月間HP等による情報提供更新　1回以上

・35,000人以上
※西区内庭球場3箇所合計
（善久河川敷公園・流通公園・寺地河川敷公園）

苦情･要望に対する対応

・平成24年度　473/人
・平成25年度　493/人
※工事の為、休館期間あり

広報の充実

基準利用者数の達成

・苦情、要望には14営業日以内に回答
・苦情対応マニュアルの職員周知

・前年度よりも削減
（区内管理施設全体）

・（免除料金を含む）使用料が年間　　1,100千円以上

利用者１人あたりのコス
ト削減額

使用料収入の達成

事件・事故発生時の対
応の適切さ

事業計画・事業報告の
適切さ

・事業計画書、事業報告書の提出〆切厳守

人身事故に関するもの

臨時休業時間

・補償を伴う事故発生件数0件

・指定管理者の管理運営責任での臨時休業日0日

実績評価指標

・臨時休業（閉館）無し

・適切に対応している

業 務 ・災害対策本部要綱、非常配備体制に関する基準及
び職員の災害時対応手帳ガイドライン規定
・消防訓練及び心肺蘇生法訓練実施
・防犯及び防災講習会を年1回実施

関係法令の遵守

・危機管理マニュアルを全員所持
・始業点検、終業点検、開館中の巡回実施

・危機管理マニュアルの職員周知
・開館前の始業点検，閉館時の終業点検及び開館中
の定期巡回など安全対策の実施

・災害発生時の対応マニュアル（非難の誘導や蘇生対
応等）の職員周知
・事件、事故対応訓練や講習を年1回以上実施

安全確保体制の確立

B 指標達成

B 指標達成

安全に利用していただけるよう、コートの整備を実施した。
天候にも左右されるが、施設の稼働率や利用者数が増加するように広報の充実を図る必要があると考える。
26年度には小学生を対象としたテニスイベントを計画中。

人 材

所管課による総合評価　（所　見）

配置人員条件の充足 ・業務基準書に定める適切な職員配置 ・適切に対応している

知識や技能の向上 ・業務実施マニュアルの職員周知 ・適切に対応している

指定管理者記載欄（アピールしたい事項・未達成項目への改善策等）

【評価基準】
Ａ：要求水準（＝評価指標）を達成し、かつその達成度・内容が優れている。
Ｂ：要求水準（＝評価指標）を達成されている。
Ｃ：要求水準（＝評価指標）を達成されていない。

指定管理期間最終年（5年目）を迎えたが、使用料収入が最終年にして過去最高となるなど、引き続き指定管理業務基準書に基
づき適正に管理を行った。
本指定管理期間を総合的にみても、施設の整備状況も良く、大きな事故・トラブル等のない良好な管理運営を行ったと評価でき
る。



指 定 期 間 ～

新潟市都市公園条例

都市公園法根 拠 法 令

設 置 条 例

施 設 概 要

敷地面積　２，９９２㎡

施設内容（構成施設の内容）

　テニスコート（グリーンサンド）　１面

　テニスコート（クレー）　２面

　テニスコート（全天候）　１面

平成２５年度　公の施設目標管理型評価書

西区寺地672-1

西区地域課

(公財)新潟市開発公社

寺地河川敷公園庭球場

平成26年3月31日平成21年4月1日管 理 者 名

担 当 課

施 設 名

所 在 地

施設設置目的

スポーツの普及振興を図り，市民の心身の健全な発達と明るく豊かな市民生活の形成に寄与することを目的として，
体育施設を設置する。

(１)新潟市体育施設条例並びに新潟市都市公園条例（以下「条例」という。）に基づき、スポーツの普及および振興
を図り市民の心身の健全な発達と明るく豊かな市民生活の形成に寄与する管理運営を行うこと。

(２)公の施設管理運営の責務を認識して管理運営を行うとともに、サービスの向上や平等利用が確保すること。

(３)利用者の意見及び要望を管理運営に反映させること。

(４)利用者に対し、安全で快適な環境を提供すること。

(５)新潟市個人情報保護条例に基づき、個人情報の保護を徹底するとともに、業務上知り得た情報について守秘義務
を遵守すること。

(６)効率的かつ効果的な管理運営を行い経費の削減に努めること。

(７)法令を遵守し施設の管理運営を適切に行うこと。

(８)指定管理者制度を理解し、実践すること。

管理･運営に関する基本理念，方針等



視 点 評価 評価コメント

B 指標達成

A 指標を大きく上回る実績

B 指標達成

財 務 B
概ね達成（工事による休
館あり）

A 人身事故等なし

B 指標達成

B 指標達成

B 指標達成

B 指標達成

B 指標達成

B 指標達成

B 指標達成

B 指標達成

B 指標達成

業 務

・補償を伴う事故発生件数0件

・指定管理者の管理運営責任での臨時休業日0日

知識や技能の向上 ・業務実施マニュアルの職員周知

事業計画・事業報告の
適切さ

・事業計画書、事業報告書の提出〆切厳守

・業務基準書に定める適切な職員配置 ・適切に対応している配置人員条件の充足

人 材

・適切に対応している

・前年度よりも削減
（区内管理施設全体）

・平成24年度　473/人
・平成25年度　493/人
※工事の為、休館期間あり

・個人情報の取り扱いに関するマニュアルの職員周知

・機密情報の取り扱いに関するマニュアルの職員周知

業務基準書等に定める
事項の遵守

・業務基準書等に定める事項の遵守

関係法令の遵守

守秘義務の徹底

・災害対策本部要綱、非常配備体制に関する基準及
び職員の災害時対応手帳ガイドライン規定
・消防訓練及び心肺蘇生法訓練実施
・防犯及び防災講習会を年1回実施

・個人情報保護規定
・個人情報保護に関する研修実施

・法令遵守要綱、法令遵守に関するガイドライン及び
情報管理要綱
・コンプライアンス研修実施

・適切に対応している

・人身事故無し、ＡＥＤ使用無し

実績

・月間HP等による情報提供更新　1回以上

苦情･要望に対する対応

評価項目 評価指標

・ＨＰ毎月１回以上更新

・平成25年度利用者数：43,027人

・適切に対応している

市 民
・35,000人以上
※西区内庭球場3箇所合計
（善久河川敷公園・流通公園・寺地河川敷公園）

・苦情、要望には14営業日以内に回答
・苦情対応マニュアルの職員周知

広報の充実

基準利用者数の達成

事件・事故発生時の対
応の適切さ

利用者１人あたりのコス
ト削減額

・危機管理マニュアルを全員所持
・始業点検、終業点検、開館中の巡回実施

・危機管理マニュアルの職員周知
・定期的な施設巡回など安全対策の実施

人身事故に関するもの

臨時休業時間

安全確保体制の確立

・適切に対応している

・臨時休業（閉館）無し

・災害発生時の対応マニュアル（非難の誘導や蘇生対
応等）の職員周知
・事件、事故対応訓練や講習を年1回以上実施

B 指標達成

指定管理者記載欄（アピールしたい事項・未達成項目への改善策等）

安全に利用していただけるよう、コートの整備を実施した。また、老朽化したベンチの取替えも行った。
天候にも左右されるが、施設の稼働率や利用者数が増加するように広報の充実を図る必要があると考える。

知識や技能の向上 ・業務実施マニュアルの職員周知

【評価基準】
Ａ：要求水準（＝評価指標）を達成し、かつその達成度・内容が優れている。
Ｂ：要求水準（＝評価指標）を達成されている。
Ｃ：要求水準（＝評価指標）を達成されていない。

・適切に対応している

所管課による総合評価　（所　見）

指定管理期間最終年（5年目）を迎えたが、年間利用者数が最終年にして過去最高となるなど、引き続き指定管理業務基準書に
基づき適正に管理を行った。
本指定管理期間を総合的にみても、施設の整備状況も良く、大きな事故・トラブル等のない良好な管理運営を行ったと評価でき
る。


